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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
使
用
状
況
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。
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八
日
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
使
用
状
況
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
四
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
に
つ
い
て
は
、
二
億
三
千
六
百
八
十
一
万
千
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
四
月
一
日
現
在
の
外
務
本
省
の
職
員
数
は
、
二
千
二
百
六
十
人
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

超
過
勤
務
時
間
の
合
計
は
、
詳
細
な
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
成
七
年
度

か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
超
過
勤
務
手
当
の
決
算
額
は
、
平
成
七
年
度
が
九
億
四
千
二
百
七
十
二
万
六
千
九
百
八
十
一
円
、

平
成
八
年
度
が
九
億
六
千
三
百
二
十
六
万
三
千
九
百
八
十
九
円
、
平
成
九
年
度
が
九
億
九
千
四
百
八
十
五
万
八
千
九
百
三
十

四
円
、
平
成
十
年
度
が
十
億
六
千
三
百
三
十
六
万
四
百
六
十
七
円
、
平
成
十
一
年
度
が
十
一
億
四
千
四
百
八
十
二
万
四
百
十

九
円
、
平
成
十
二
年
度
が
十
一
億
八
千
二
百
六
十
三
万
四
千
六
百
八
十
八
円
、
平
成
十
三
年
度
が
十
三
億
三
百
八
十
一
万
九

一



千
七
百
十
五
円
、
平
成
十
四
年
度
が
十
四
億
千
二
百
十
一
万
四
千
六
百
二
十
八
円
、
平
成
十
五
年
度
が
十
四
億
三
千
二
百
五

十
二
万
四
千
六
百
七
十
二
円
、
平
成
十
六
年
度
が
十
四
億
九
千
八
十
九
万
九
十
一
円
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

外
務
本
省
に
お
い
て
は
、
公
務
に
よ
り
退
庁
時
間
が
午
前
零
時
三
十
分
を
過
ぎ
た
場
合
、
退
庁
時
に
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

八
に
つ
い
て

外
務
本
省
に
勤
務
す
る
者
の
中
に
は
、
公
務
の
必
要
に
よ
り
タ
ク
シ
ー
券
を
所
持
し
て
い
る
者
が
い
る
が
、
実
際
に
所
持

し
て
い
る
者
の
人
数
は
、
公
務
の
状
況
に
よ
り
日
々
変
動
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
例
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
支
援
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
協
定
（
平
成
五
年
外
務
省
告
示
第
百
五
十

九
号
）
に
お
い
て
は
、
支
援
委
員
会
の
資
金
を
支
援
委
員
会
及
び
そ
の
事
務
局
の
運
営
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
経
費
の
支

払
の
た
め
に
使
用
で
き
る
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
外
務
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
特

段
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

二


